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  令和６年３月２９日 

                     香芝市長 福 岡 憲 宏 

香芝市規則第１１号 

   香芝市会計規則の一部を改正する規則 

 香芝市会計規則（昭和５９年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条第１項中「令第１５８条第１項若しくは第１５８条の２第１項、児

童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第３項」を「法第２４３条の

２第１項」に改め、「、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４４条の

２」を削り、「その徴収又は収納の事務の委託を」を「公金の徴収又は収納に

関する事務を委託」に改め、同条第２項を削る。 

 第２１条の２の見出し中「収入事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に改

め、同条第１項中「前条第１項に規定する歳入の徴収又は収納の事務の委託を

受けた者（以下この条において「収入事務受託者」という。）は、歳入」を「

指定公金事務取扱者（法第２４３条の２第２項に規定する指定公金事務取扱者

をいう。以下同じ。）は、公金」に改め、同項ただし書中「歳入」を「公金」

に改め、同条第２項中「収入事務受託者」を「指定公金事務取扱者」に改め、

同項ただし書中「歳入」を「公金」に改め、同条第３項中「収入事務受託者」

を「指定公金事務取扱者」に、「歳入」を「公金」に改め、「電磁的記録」の

次に「（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することがで

きない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され

るものをいう。）」を加え、同条第４項中「収入事務受託者」を「指定公金事

務取扱者」に、「歳入」を「公金」に改める。 

 第３８条の２第４号中「児童福祉法」の次に「（昭和２２年法律第１６４号

）」を加える。 

 第６４条第１号中「県民税」の次に「、森林環境税」を加える。 

 第７８条の２中「第２４３条の２の２第１項後段」を「第２４３条の２の８

第１項後段」に改め、同条第１号中「第２４３条の２の２第１項第１号から第

３号まで」を「第２４３条の２の８第１項第１号から第３号まで」に改め、同

条第２号中「第２４３条の２の２第１項第４号」を「第２４３条の２の８第１

項第４号」に、「第２３４条の２」を「第２３４条の２の７」に改める。 

 別表第１都市創造部営繕課の項を削る。 

 別表第２都市創造部営繕課長の項を削る。 

   附 則 

 （施行期日） 



１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 地方自治法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令第１２号）附則

第２条第１項の規定により従前の公金事務を行う者については、改正後の第

２１条及び第２１条の２の規定にかかわらず、なお従前の例による。 


